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平 成 ２ ２ 年

上砂川町議会第３回定例会会議録（第１日）

９月１５日（水曜日）午前１０時００分 開 会

午前１１時２５分 散 会

〇議事日程 第１号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 会期決定について

９月１５日～９月１７日

３日間

第 ３ 諸般の報告

１）議会政務報告

２）空知中部広域連合議会第２回定

例会結果報告（髙橋議員）

３）例月出納検査結果報告（６・７

・８月分）

第 ４ 町長行政報告

第 ５ 教育長教育行政報告

第 ６ 議案第４３号 上砂川町生活安全条

例の制定について

第 ７ 議案第４４号 平成２２年度上砂川

町一般会計補正予算（第２号）

第 ８ 議案第４５号 平成２２年度上砂川

町土地開発造成事業特別会計（事業

勘定）補正予算（第１号）

※ 議案第４３号～第４５号は、提

案理由・内容説明までとする。

第 ９ 認定第 １号 平成２１年度上砂川

町一般会計及び特別会計決算認定に

ついて

第１０ 認定第 ２号 平成２１年度上砂川

町水道事業会計決算認定について

※ 認定第１号・第２号は、認定に

付すべき理由・内容説明・質疑ま

でとし特別委員会に付託。

第１１ 決算特別委員会設置及び付託につい

て

第１２ 報告第 ３号 平成２１年度上砂川

町財政健全化判断比率等の報告につ

いて

〇会議録署名議員

６番 大 内 兆 春

７番 川 上 三 男

◎開会の宣告

おはようございます。ただ〇議長（堀内哲夫）

いまの出席議員は９名です。

理事者側につきましても全員出席しておりま

す。

なお、７月の人事異動によりまして西村総務課

長、中島税務出納課長が本日の定例会より出席し

ておりますので、ご紹介いたします。最初に、西

村総務課長。

総務課長の西村でござ〇総務課長（西村英世）

います。よろしくお願いいたします。

次に、中島税務出納課長。〇議長（堀内哲夫）

税務出納課長の中〇税務出納課長（中島隆行）

島でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

それでは、定足数に達して〇議長（堀内哲夫）

おりますので、平成22年第３回上砂川町議会定例

会は成立いたしましたので、開会いたします。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

直ちに本日の会議を開きま〇議長（堀内哲夫）

す。
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◎会議録署名議員指名について

日程第１、会議録署名議員〇議長（堀内哲夫）

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第117条の規定に

よって、６番、大内議員、７番、川上議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎会期決定について

日程第２、会期決定につい〇議長（堀内哲夫）

て議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら９月17日までの３日間にしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

よって、会期は、本日から９月17日までの３日

間に決定いたしました。

なお、会期中の会議の予定につきましては、お

手元に配付の日程表のとおりであります。

◎諸般の報告

日程第３、諸般の報告を行〇議長（堀内哲夫）

います。

議会政務報告を行います。報告事項につきまし

ては、それぞれ印刷してお手元に配付していると

おりでありますので、ごらんになっていただき、

報告にかえさせていただきます。

次、空知中部広域連合議会〇議長（堀内哲夫）

第２回定例会結果報告について報告を求めます。

髙橋議員。

空知中部広域連合議会につ〇５番（髙橋成和）

いて。

標記の件につき、平成22年空知中部広域連合議

会第２回定例会が下記のとおり開催されましたの

で、ご報告いたします。

日時につきましては、平成22年８月18日水曜日

午後１時半から。

場所は、空知中部広域連合広域介護予防支援セ

ンター世代間交流室です。

議件につきましてご説明いたします。議案第１

号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の一部を変更する規約の専決処分の承認を求める

ことについて。議案第２号 北海道市町村総合事

務組合規約の一部を変更する規約の専決処分の承

認を求めることについて。議案第３号 北海道市

町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約

の専決処分の承認を求めることについて。認定第

１号 平成21年度空知中部広域連合一般会計歳入

歳出決算の認定について。認定第２号 平成21年

度空知中部広域連合介護保険事業会計歳入歳出決

算の認定について。認定第３号 平成21年度空知

中部広域連合国民健康保険事業会計歳入歳出決算

の認定について。認定第４号 平成21年度空知中

部広域連合老人保健特別会計歳入歳出決算の認定

について。続きまして、認定第５号 平成21年度

空知中部広域連合障害支援事業会計歳入歳出決算

の認定について。議案第４号 平成22年度空知中

部広域連合一般会計補正予算（第１号 。議案第）

５号 平成22年度空知中部広域連合介護保険事業

会計補正予算（第１号 。議案第６号 平成22年）

度空知中部広域連合国民健康保険事業会計補正予

算（第１号 。議案第７号 平成22年度空知中部）

広域連合老人保健特別会計補正予算（第１号 。）

議案第８号 平成22年度空知中部広域連合障害支

援事業会計補正予算（第１号 。議案第９号 空）

知中部広域連合国民健康保険条例の一部を改正す

る条例。選挙第１号 空知中部広域連合選挙管理

委員及び同補充員の選挙について。

結果といたしまして、慎重審査の結果、各議件

とも全会一致、原案のとおり可決されました。

資料につきましては事務局のほうにありますの

で、ごらんいただければと思います。

以上です。

次、例月出納検査結果報告〇議長（堀内哲夫）

を行います。

本件につきましては、お手元に配付の報告書の
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６、７、８月分のとおりでありますので、ごらん

いただき、報告といたします。

以上で諸般の報告を終わります。

◎町長行政報告

次、日程第４、町長の行政〇議長（堀内哲夫）

報告を行います。町長。

町長行政報告を申し上げま〇町長（貝田喜雄）

す。

今回報告いたします平成22年第２回定例会から

本定例会までの町政執行上の事項について、特に

ご報告申し上げる事項はありませんが、町内外の

行事、会議などにつきましてはお手元に配付の行

政報告書のとおりでありますので、ごらんをいた

だきまして、町長行政報告にかえさせていただき

ます。

以上でございます。

以上で町長の行政報告を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

◎教育長教育行政報告

次、日程第５、教育長の教〇議長（堀内哲夫）

育行政報告を行います。教育長。

教育行政報告を申し上げ〇教育長（勝又 寛）

ます。

平成22年第２回定例会以降の町内外の主な会

議、行事につきましてはお手元に配付させていた

だいております報告書のとおりでございますが、

放課後子ども教室の実施状況並びに全国学力・学

習状況調査の結果につきましてご報告を申し上げ

たいと思っております。

初めに、小学生を対象としました放課後子ども

教室の実施状況でありますが、第２回６月定例町

議会におきまして教育執行方針と関連予算を計上

いたしまして、７月には中央小学校全児童に案内

及び登録チラシを配布し、７月の夏休みから実施

の運びとなりました。夏休み中は、学習で１年生

から６年生までの８名が７月30日、31日、８月１

日、８日の４日間を中央ふれあいセンターで行い

ました。スポーツでは、４年生から６年生までを

対象といたしまして野球では４名が中央小学校の

グラウンドで、バドミントンでは中央小学校体育

館で７名が７月の26、27、28、29、８月の９日、

10日にそれぞれ近年にない暑さの中で、学習と同

様に午前10時から正午までの２時間を汗を流した

ところであります。

、 、夏休み以後の予定は 既に実施しておりますが

学習は毎週金曜日午後３時から５時まで、土曜日

は午前10時から正午までの２時間を月４から５回

を予定し、野球とバドミントンは毎週木曜日午後

３時から５時までの放課後に月３回から４回を開

催することとしております。ただし、野球につき

、 。 、ましては 10月までの開催としております また

指導者のアドバイザーは、土曜日の学習は岩見沢

教育大の学生にお願いし、その他の曜日の学習と

スポーツにつきましては地域住民の方の協力を得

て実施しております。必要備品や消耗品につきま

しては、アドバイザーの要望を取り入れて、都度

購入を行い、対応しているところであります。

本事業は新規事業のため、募集定員の各20名に

は届いておりませんが、小学校の学校だよりにも

掲載され、今後の人数増加を期待しているところ

でありますし、全児童に対しまして再募集チラシ

の配布も行っております。一人でも多くの子供た

ちに参加をしていただき、当初の目的であります

放課後や週末等に子供たちの安全、安心な活動拠

点である居場所を設け、地域の方々の協力を得て

子供たちとともに勉強やスポーツを実施すること

により、子供たちが地域社会の中で心豊かで健や

かにはぐくまれる環境づくりを目指してまいりた

いと思っております。

、 、次に 全国学力・学習状況調査につきましては

ことしで４回目となりましたが、従来の全校参加

方式から、ことしは３割程度の抽出方式に変更に

なったところであります。当町では、中学校が抽

出対象校となり、４月20日に中学校３年生を対象
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に国語と数学について実施され、その結果が文部

科学省から公表されました。なお、抽出対象から

外れました小学校につきましては、全国と同じ問

題が無償で配られる希望利用により同日、小学校

６年生を対象に国語と算数を実施いたしました。

この採点や集計、分析につきましては、文部科学

省は行わず、道教委が行ってくれることになって

おりますが、結果につきましては９月末から10月

上旬ということでありますので、今回の公表され

ております中学校の結果について報告させていた

だきたいと思っております。

全国の公表結果は、基礎知識を問うＡ問題と知

識を活用するＢ問題に分けられて公表されました

が、全教科ともＡ問題よりもＢ問題が低く、応用

や記述式問題に弱い傾向は変わらなかったところ

であります。北海道の中学生は、国語Ａは全国平

均に近づきましたが、国語Ｂ、数学Ａ、数学Ｂの

３教科につきましては差が広がったところであり

ます。本町の中学校につきましては、国語につい

ては前年と同程度の正答率となっておりますが、

全道より低く、数学につきましてはＡ問題は前年

度より低い正答率となり、Ｂ問題は全道よりかな

り低い正答率となっておるところであります。

国語については、漢字を読む問題は高い正答率

となっておりますが、書くことへの問題では１文

を２文に分けて書くことや本文中の表現が例えて

いる内容をとらえて書くなどの設問について正答

率が低くなっております。数学につきましては、

特に図形、数量関係の問題はかなり低い正答率と

なっているところであります。このため、国語で

は文章に書かれている内容を正確に理解し、内容

を要約して書かせるなど言語活動とともに、読書

に親しむ習慣を身につけさせるためにも学校図書

の活用を強化してまいります。

数学においては、今中学校に本年４月から道教

委の事業として行われております巡回指導教員事

業において数学の指導において豊富な経験を持つ

巡回教員が週３時間派遣されておりますので、巡

回指導教員と教科教員による複数配置による授業

の活用により、不得意な数量や基本的な図形を理

解させる授業等の指導を徹底させてまいりたいと

思っております。この巡回指導教員事業につきま

しては小学校におきましても週４時間派遣されて

おり、複数配置による授業が行われているところ

であります。これからも全協員に対しまして再度

学年の発達段階に応じた繰り返しによる基礎基本

を定着させる授業の指導も徹底することとしてお

ります。

また、学習状況調査では、テレビ、ゲームをす

る時間が長いことや家庭での学習時間が短いな

ど、生活習慣、家庭学習に課題があることから、

これらも学習が低いことへの相関関係があると思

われますので、家庭での学習習慣の定着を図るた

め、保護者との連携を強化するとともに、家庭学

習の仕方などについても指導してまいります。教

育委員会としましても、今後も子供たちにわかり

やすく楽しい授業をするためにも、教職員の校内

研修、教科サークルの充実と教職員個々の指導力

向上がとても重要でありますので、学校現場に適

切な指導を行い、子供たちの学力向上に努めてま

いりますので、ご理解を賜り、お願い申し上げま

す。

教育行政報告にさせていただきます。

以上で教育長の教育行政報〇議長（堀内哲夫）

告を終わります。

◎議案第４３号

日程第６、議案第43号 上〇議長（堀内哲夫）

砂川町生活安全条例の制定について議題といたし

ます。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました議〇町長（貝田喜雄）

案第43号 上砂川町生活安全条例の制定について

提案理由を申し述べますので、ご審議くださるよ

うお願いいたします。

上砂川町生活安全条例を次のとおり制定するも
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のとする。

提案理由といたしましては、町民の生活の安全

に関し、町、町民及び事業者等の責務を明らかに

するとともに安全意識の高揚を図り、自主的な安

全運動を推進することにより、安全で安心できる

地域社会の実現を図るため、本条例を制定するも

のであること。

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

、 、〇副町長 奥山光一（ ） それでは ご指示により

議案第43号について内容の説明をいたします。

お手元に配付しております資料ナンバー１をご

らん願います。１の条例の目的でございますが、

急激な社会環境の変化により、身近なところで犯

罪等が増加傾向にあり、住民生活に大きな不安が

広がりつつあるところであります。このような状

況のもと、北海道や道内各市町村において安全で

安心な地域づくりを目指した生活安全条例等の制

定が進められており、中空知管内におきましても

上砂川町、奈井江町を除く５市３町におきまして

既に条例を制定しているところであります。本町

におきましては、これまで防犯協会、交通安全推

進委員会などを中心に各種取り組みを実施してお

りましたが、町、町民、事業者等の役割などの基

本事項を定め、さらに安全意識の高揚を図り、自

主的な安全運動の推進など連携、協働により犯罪

や事故等のない安全で安心して暮らせる地域社会

づくりの実現を目的に本条例を制定するものでご

ざいます。

２の条例の概要でございます （１ 、責務の。 ）

うち①の町の責務でございます。１点目といたし

まして、町民等が安全意識の高揚を図るため、各

種媒体を利用し、安全な生活を送るための広報活

動を行うことでございます。２点目は、地域での

防犯パトロールや交通安全指導などの町民等が行

う自主的な活動に対する支援を行うこと。３点目

は、防犯灯の整備、道路、歩道等の整備などの環

境整備に努めること。４点目といたしましては、

関係行政機関及び関係団体と連携し、犯罪や事故

等の被害者からの相談に応じ、必要な情報の提供

や支援制度に関する情報の提供を行うなど、被害

。 、者支援に努めることとなっております そのほか

この条例の目的を達成するために国、道などの関

係行政機関及び防犯協会、交通安全推進委員会な

どの関係団体とそれぞれの役割に応じて連携を図

るものでございます。②の町民、土地、建物の所

有者及び管理者と③の事業者の責務でございま

す。みずからの生活や事業活動を通じ、安全の確

保や安全な社会をはぐくむための活動の推進に努

め、さらに町が実施する各種施策を協働により推

進するものでございます。

（２）の協力の要請につきましては、目的を達

成するために関係行政機関、関係団体とより一層

の推進を図るために連絡調整をし、協力を要請す

るものとなっておりますので、ご理解願います。

それでは、本文に入らせていただきます。上砂

川町生活安全条例。

（目的）

、 、第１条 この条例は 町民の生活の安全に関し

町、町民及び事業者等の責務を明らかにするとと

もに安全意識の高揚を図り、自主的な安全運動を

推進することにより、安全で安心できる地域社会

の実現を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）町民 町内に住所を有する者、又は滞在

する者及び町内に存する土地又は建物等の所有者

及び管理者をいう。

（２）事業者 町内で事業活動を行う全ての者

をいう。

（町の責務）
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第３条 町は、第１条の目的を達成するため、

次に掲げる生活安全施策（以下「安全施策」とい

う ）の実施に努めるものとする。。

（１）町民等が安全意識の高揚を図るための啓

発

（２）町民等が行う自主的活動の支援

（３）安全で安心な地域づくりのための環境整

備

（４）犯罪、事故等の被害者等の支援

（５）前各号に掲げるもののほか、この条例の

目的を達成するために必要な施策

２ 町は、前項各号に規定する施策を推進する

ため、関係行政機関及び関係団体とそれぞれの役

割に応じた連携を図るものとする。

（町民の責務）

第４条 町民は、自らの生活の安全の確保及び

安全な地域社会を育むための活動の推進に努める

とともに、町が実施する安全施策を協働により推

進するものとする。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、自らの事業活動の安全の確

保及び安全な地域社会を育むための活動の推進に

努めるとともに、町が実施する安全施策を協働に

より推進するものとする。

（協力の要請）

第６条 町長は、町が安全施策を実施するため

に必要があると認めるときは、関係行政機関及び

関係団体と連絡調整し、協力を要請することがで

きる。

（委任）

第７条 この条例施行に関し必要な事項は、町

長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（堀内哲夫）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま

す。

◎議案第４４号

日程第７、議案第44号 平〇議長（堀内哲夫）

成22年度上砂川町一般会計補正予算（第２号）に

ついて議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました議〇町長（貝田喜雄）

案第44号 平成22年度上砂川町一般会計補正予算

（ ） 、第２号 について提案理由を申し述べますので

ご審議くださるようお願いいたします。

本文をご参照ください。平成22年度上砂川町一

般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ2,230万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ24億6,340万円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成22年９月15日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

、 、以下 内容の説明は副町長からいたしますので

よろしくお願いいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

、 、〇副町長 奥山光一（ ） それでは ご指示により

議案第44号について内容の説明をいたします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。１、歳入、13款国庫支出金247万2,000円の

追加で、１億2,340万1,000円となります。

２項国庫補助金247万2,000円の追加で、1,797

万4,000円となります。

14款道支出金455万円の追加で、１億2,090万3,

000円となります。

１項道負担金165万2,000円の追加で 7,187万2,、
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000円となります。

２項道補助金360万2,000円の追加で 3,487万3,、

000円となります。

３項道委託金70万4,000円の減額で、1,415万8,

000円となります。

18款諸収入22万3,000円の追加で、２億4,926万

9,000円となります。

５項雑入22万3,000円の追加で、２億3,733万6,

000円となります。

20款繰越金1,505万5,000円の追加で、3,133万

円となります。

１項繰越金、同額でございます。

歳入合計が2,230万円の追加で、24億6,340万円

となります。

２、歳出、２款総務費416万1,000円の追加で、

１億2,072万円となります。

１項総務管理費486万5,000円の追加で、１億39

6万円となります。

４項選挙費70万4,000円の減額で、476万2,000

円となります。

３款民生費32万4,000円の追加で、６億5,884万

4,000円となります。

１項社会福祉費32万4,000円の追加で、５億9,5

41万6,000円となります。

４款衛生費742万2,000円の追加で、２億1,374

万7,000円となります。

１項保健衛生費742万2,000円の追加で、8,608

万2,000円となります。

５款労働費195万円の追加で、854万3,000円と

なります。

１項労働費、同額であります。

８款土木費523万円の追加で、２億1,709万1,00

0円となります。

３項住宅費523万円の追加で、１億242万6,000

円となります。

10款教育費96万3,000円の追加で、8,470万6,00

0円となります。

２項小学校費75万円の追加で、2,699万7,000円

となります。

３項中学校費21万3,000円の追加で、3,245万8,

000円となります。

11款災害復旧費225万円の追加で、226万3,000

円となります。

２項その他公共施設災害復旧費225万円の追加

で、225万円となります。

歳出合計が2,230万円の追加で、24億6,340万円

となります。

、 。 、事項別明細書６ページ 歳出でございます ３

歳出、総務費、総務管理費、１目一般管理費190

、 。万4,000円の追加で 4,061万7,000円となります

７月１日付の機構改革に伴い、欠員等につきまし

て７月20日より雇用いたしました２人の臨時職員

に係ります健保、年金及び賃金の追加でございま

す。

５目財産管理費75万円の追加で、2,175万円と

なります。７月１日の機構改革に伴います庁舎内

の電算移設及び電話の配線等の修繕料の追加でご

ざいます。

９目諸費304万円の追加で、513万6,000円とな

ります。23節償還金利子及割引料の追加で、自立

支援給付費、更生医療費、女性特有がん検診の利

用者減によります前年度の精算還付金を追加する

ものでございます。

10目町民センター管理費105万2,000円の減額

で、1,416万1,000円となります。町民センター臨

時事務員が３月31日で退職となりましたので、賃

金を減額するものでございます。

11目地域振興費22万3,000円の追加で、938万3,

000円となります。地域づくり研修会事業22万3,0

00円を追加予算計上するもので、資料にて説明を

させていただきます。

お手元に配付しております資料ナンバー２をご

らん願います。地域づくり研修会事業で、第４回

明日の上砂川を考える集いについてであります。

本事業につきましては、ことしで４回目となり、

上砂川町の新たな町づくりのために講師を交えた
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意見交換に取り組むものでございまして、対象に

つきましては商工会議所会員、町内事業所に勤務

する者、町職員及び町議会議員としており、本年

11月18日に上砂川岳温泉パンケの湯で開催を予定

しているものでございます。講演の内容につきま

しては 「いつまでも住みよい上砂川のために先、

「 」 」進事例 ふれあいネットワークサービス に学ぶ

と題し、奈井江町商工会商業部会長、森岡氏を講

師に開催を予定しているものでございます。６番

目の予算につきましては、総額22万3,000円で、

例年どおり市町村振興協会助成金22万3,000円の

交付を受け、報償費以下の所要の予算を計上する

ものでございます。

予算書にお戻り願います。６ページ、選挙費で

ございます。総務費、選挙費、４目参議院議員選

挙費70万4,000円の減額で、424万2,000円となり

ます。本年７月11日に執行の参議院議員通常選挙

の執行経費の精査による減額でございます。

民生費、社会福祉費、４目特別養護老人ホーム

費32万4,000円の追加で、１億2,720万円となりま

す。11節需用費で、はるにれ荘の給湯管の漏水の

修繕32万4,000円を追加するものでございます。

衛生費、保健衛生費、２目予防費742万2,000円

の追加で、1,661万円となります。平成22年度イ

ンフルエンザワクチン接種費用の助成に係る追加

でございます。資料にて説明をさせていただきま

す。

資料ナンバー３をごらん願います。１の目的及

び接種費用の助成内容でございますが、従前の新

型と季節性インフルエンザに対応できる新ワクチ

ンが10月１日より全町民を対象に接種が始まるこ

ととなります。接種費用につきましては、１回目

が3,600円、13歳未満のみとなりますが、２回目

の接種が2,550円を予定しており、昨年の新型イ

ンフルエンザワクチンの接種費用と同様となる見

込みでございます。本町におきましては、接種費

用の負担軽減を図るため、新型インフルエンザワ

クチンの助成制度とほぼ同じ内容の助成制度を設

けるものでございます。助成の内容でございます

が、下記の表のとおりで、国の基準につきまして

は生活保護世帯、町民税非課税世帯については全

額助成としておりますが、本町ではこの国の基準

を超え、助成範囲を拡大するもので、町単独制度

といたしましては高校生以下、妊婦、１歳未満児

の保護者につきましては少子化対策と子育て支援

の観点から全額助成とし、さらに65歳以上の町民

税課税世帯の人につきましても従前の季節性イン

フルエンザ接種助成と同様、１回につき1,000円

の一部助成をするものでございます。

２の経費の歳出の表をごらん願います。全額助

成は、国の基準で①、②の生活保護、非課税世帯

で合わせまして1,544人、585万9,300円となり、

これに町単独の全額助成であります③、④の課税

世帯の高校生以下、妊婦等268人、135万7,500円

を加え、1,812人で721万6,800円となるものでご

ざいます。さらに、⑤の生活保護、非課税世帯以

外の65歳以上の町単独一部助成で885人、88万5,0

00円を加えまして、事業費合計で810万1,800円と

なるものであります。なお、予算計上につきまし

ては、予防接種法の改正が予定されており、法改

正前につきましては事業実施が国となり、法改正

後におきましては町が実施主体となりますことか

ら、歳出の表の欄外に記載しておりますが、改正

前の接種費用につきましては扶助費におきまして

事業費の２分の１、405万1,000円を、改正後につ

きましては委託料で事業費の２分の１、405万1,0

00円から当初予算において既に計上しております

65歳以上の一部助成経費68万円を差し引いた337

万1,000円を計上するものでございます。歳入に

、 、つきましては 補助基準額が440万6,000円となり

その４分の３の330万4,000円を歳出の考え方に合

わせまして道負担金及び道補助金にそれぞれ２分

の１ずつ見込むものでございます。

接種対象者と接種時期につきましては、全町民

、 、が対象となり 10月１日から接種が始まりますが

接種場所及び接種費用の助成につきましては、全
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額助成対象の生保、非課税者及び高校生以下など

の者につきましては、法改正前、10月を見込んで

おりますが、実施主体が国となりますことから町

外の医療機関において接種した場合でも助成対象

となりますが、法改正後、11月以降を見込んでお

りますが、実施主体が町となりますことから、町

外の医療機関で接種した場合につきましては助成

対象外となり、対象となるのは町内医療機関での

接種のみとなるものでございます。なお、65歳以

上の課税対象世帯の方につきましては、従前の季

節性インフルエンザ接種と同様に町内医療機関の

みでの接種が助成の対象となるものでございま

す。

助成の方法につきましては、町内医療機関での

接種につきましては事前に申請し、助成対象証明

書を医療機関に持参した上、自己負担分のみ支払

い、町外につきましては全額を一たん立てかえて

いただき、領収書等を担当課に持参し、後日振り

込むものでございます。

予算書にお戻りください。ただいまの説明によ

りまして、費用といたしまして委託料で337万1,0

00円、扶助費で405万1,000円を追加するものでご

ざいます。

次に、労働費でございます。労働費、１目労働

、 。諸費195万円の追加で 854万3,000円となります

国の緊急雇用対策となります町有施設等環境整備

事業経費の追加でございます。

資料ナンバー４をごらん願います。本事業につ

きましては、失業者の雇用の確保を図るため、国

の平成20年度の第２次補正予算により道において

設置いたしました北海道緊急雇用創出事業臨時交

付金を活用し、実施するものでございます。本町

におきましては、平成21年度から23年度までの３

カ年分として1,262万6,000円の配分が予定されて

おり、その一部を活用するもので、既に当初予算

におきまして公共施設等環境整備事業として304

万2,000円を計上し、公共施設等の周辺の草刈り

などを実施しているところであります。事業の追

加募集がございましたので、町有施設等環境整備

事業としまして追加実施するものでございます。

事業の内容でございますが、各町有施設、周辺

等の除雪等の環境整備を実施するもので、事業の

要件は３に記載のとおりでございます。全額補助

対象となるもので、雇用期間につきましては平成

22年11月１日から平成23年２月28日まで、町の直

接雇用により３人を雇用し、それぞれ77日の事業

量を見込むものでございます。予算につきまして

は、賃金で157万8,000円のほか、事業に必要とな

る消耗品、燃料費等の需用費のほか、機器借り上

げ料など37万1,000円を含め、総額195万円となる

ものでございます。

予算書にお戻り願います。８ページ、土木費で

ございます。土木費、住宅費、２目公営住宅建設

、 。費523万円の追加で 5,692万3,000円となります

既設公営、改良住宅のデジタル化対応改善に係る

工事費の追加でございます。

資料ナンバー５をごらん願います。既設公営、

改良住宅改善事業地上デジタル放送化に伴います

共聴施設の改修でございますが、６月議会の補正

予算におきまして地上デジタル放送化に伴う共聴

施設の調査委託料を予算計上しているところでご

ざいます。この調査結果によりまして、２階建て

の重ね住宅について受信状況の調査を行い、69棟

486戸について電波調査を行いました結果、下鶉

団地で21棟128戸、朝陽台団地で５棟40戸、緑が

丘団地で１棟８戸、本町単身者住宅で１棟８戸の

計28棟184戸について受信状況が悪く、建物内の

配線及び増幅器などの取りかえ工事が必要となり

ましたことから、これらに係る工事費523万円を

追加するものでございます。

予算書へお戻り願います。教育費、小学校費、

１目学校管理費75万円の追加で、2,143万7,000円

となります。18節備品購入費で、中央小学校に配

置しております平成３年度購入の除雪機を更新す

るものでございます。

教育費、中学校費、２目教育振興費21万3,000
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円の追加で、788万6,000円となります。７月に函

館市において開催されました中体連陸上競技大会

に400メートルリレーなど４種目に生徒８人が出

場いたしましたので、引率教員２名と合わせまし

て、この出場経費の補助金を追加するものでござ

います。

災害復旧費、その他公共施設災害復旧費、１目

公共施設災害復旧費225万円の追加で、225万円と

なります。８月23日から24日にかけての大雨によ

ります災害復旧事業に係る追加でございます。

資料ナンバー６をごらん願います。８月23日か

ら24日にかけての大雨による被害状況でございま

すが、北海道付近の大気の状態が非常に不安定と

なったことによる大雨によりまして、本町におき

ましても町道などに被害が発生しております。初

めに、降雨量でございますが、８月23日から24日

まで106.1ミリとなっております。

次に、被害状況でございます。初めに、町道鶉

下鶉線の緑が丘カーブ頂点付近につきましては、

道路沿いの斜面が地すべりによりまして一部道路

に土砂が流出したもので、道路に流出した土砂を

撤去いたしまして、のり面を整形、あわせまして

路肩に大型の土のうを設置し、雨水の排水処理を

行い、８月27日には復旧を終了しております。所

要経費につきましては、115万円となっておりま

す。

次に、町道鶉下鶉線、旧郵政官舎付近でござい

ますが、町道の一部が陥没し、Ｌ型擁壁及びのり

面に被害を受けたもので、現在片側交互通行とし

ておりまして、被害の拡大を防ぐため、脱落の危

険性のあるＬ型擁壁２個を撤去し、ブルーシート

などによりのり面を保護しております。被害が生

じました原因を調査するため、道路下に埋設の横

断管渠の内部をカメラ調査いたしましたところ、

排水管の中間地点におきまして排水管が折れてい

ることが判明いたしましたので、道路を開削し、

既設の排水管を取りかえることとしております。

なお、既設の排水管につきましては60センチでご

ざいますけれども、今後の災害防止の観点から１

メートルの排水管に変更することとし、現在測量

調査設計を進めているところでございます。所要

経費につきましては、Ｌ型擁壁撤去工事としまし

て30万円、排水管のカメラ調査委託費で15万円、

復旧工事に係ります測量調査委託費で65万円で、

合計で110万円となっておりますが、排水管布設

がえ等の復旧工事につきましては測量調査設計に

よりまして積算後、本議会最終日に追加議案にて

補正予算を提出させていただきたいと考えており

ます。なお、この災害復旧工事の補助金採択につ

、 、きましては 北海道と協議を進めておりましたが

補助基準を満たさないことから、交付税措置のご

ざいます災害復旧事業債を予定しているところで

ございます。

また、中町工業団地の上砂川バイオの裏ののり

面でございますが、こちらにつきましては９月９

日の早朝の雨により、９月９日にのり面の地すべ

りの被害が発生したものでございます。現在被害

の拡大を防ぐため、ブルーシートなどによりのり

面を保護しており、こちらの復旧工事につきまし

ても現在事業費の積算をしておりますので、下鶉

の配水管布設がえ工事同様本議会最終日に追加補

正予算を提出させていただきたいと考えておりま

すので、ご理解願います。

その他の被害状況でございますが、５カ所で被

害が発生しておりますが、既存予算においてそれ

ぞれ対応を終えておりますし、もしくは今後実施

をすることとしております。また、下鶉、若草団

地裏手のがけ崩れにつきましては、民有地でござ

いますが、緊急応急措置を行い、ブルーシート等

でのり面の保護等を行っておりますが、今後土地

所有者が復旧工事を行うこととなっておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。

予算書へお戻りください。ただいまの説明の費

用といたしまして、委託料で80万円、工事請負費

で145万円を追加するものでございます。

次に、歳入でございます。５ページをお開き願
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います。２、歳入、国庫支出金、国庫補助金、４

目土木費補助金247万2,000円の追加で 1,610万4,、

000円となります。既設公営、改良住宅改善事業5

23万円に係る制度補助金を追加するものでござい

ます。

道支出金 道負担金 ３目衛生費負担金165万2,、 、

000円の追加で、165万2,000円となります。１節

保健衛生費負担金で、インフルエンザワクチン接

種助成に係ります法改正後の負担金を計上するも

のでございます。

道支出金 道補助金 ３目衛生費補助金165万2,、 、

000円の追加で、252万3,000円となります。１節

保健衛生費補助金で、道負担金同様、インフルエ

ンザワクチン接種費用助成に係る法改正前の補助

金を計上するものでございます。

４目労働費補助金195万円の追加で、535万円と

なります。緊急雇用創出推進事業に係る補助金を

追加するものでございます。

道支出金、道委託金、１目道委託金70万4,000

円の減額で、1,268万4,000円となります。参議院

議員選挙費の精査による減額でございます。

、 、 、諸収入 雑入 ５目雑入22万3,000円の追加で

２億3,733万2,000円となります。市町村振興協会

地域づくり研修会の助成金22万3,000円を追加す

るものでございます。

繰越金、繰越金、１目繰越金1,505万5,000円の

追加で、3,133万円となります。不足となります

財源につきまして、前年度繰越金を充当するもの

でございます。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（堀内哲夫）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま

す。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時４５分

再開 午前１１時００分

休憩を解きまして、休憩前〇議長（堀内哲夫）

に引き続きまして会議を開きます。

◎議案第４５号

日程第８、議案第45号 平〇議長（堀内哲夫）

成22年度上砂川町土地開発造成事業特別会計補正

予算（第１号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました議〇町長（貝田喜雄）

案第45号 平成22年度上砂川町土地開発造成事業

特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）につい

て提案理由を申し述べますので、ご審議くださる

ようお願いいたします。

本文をご参照ください。平成22年度上砂川町土

地開発造成事業特別会計 事業勘定 補正予算 第（ ） （

１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ117万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ981万5,000円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成22年９月15日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

、 、以下 内容の説明は副町長からいたしますので

よろしくお願いいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

、 、〇副町長 奥山光一（ ） それでは ご指示により

議案第45号について内容の説明をいたします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正、１、歳入、１款財産収入117万5,000円の追

加で、970万5,000円となります。

１項財産売払収入、同額であります。

歳入合計が117万5,000円の追加で、981万5,000

円となります。

２、歳出、１款宅地造成費117万5,000円の追加
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で442万2,000円となります。

１項宅地造成費、同額であります。

歳出合計が117万5,000円の追加で、981万5,000

円となります。

、 。 、事項別明細書４ページ 歳出でございます ３

歳出、宅地造成費、宅地造成費、１目宅地造成費

、 。117万5,000円の追加で 442万2,000円となります

昨年完売いたしました鶉本町分譲地のうち１区画

の返還がございましたので、売買契約条項に基づ

き買い戻しをするため、計上するものでございま

す。

、 。 、 、 、次に 歳入でございます ２ 歳入 財産収入

財産売払収入、１目宅地売払収入117万5,000円の

追加で、970万5,000円となります。１節宅地売払

収入につきましては、歳出でご説明いたしました

鶉本町分譲団地の１区画の売払収入を追加するも

のでございます。

以上でございます。

内容の説明を終わります。〇議長（堀内哲夫）

以上で提案理由並びに内容の説明を終わりま

す。

◎認定第１号 認定第２号

次、日程第９、認定第１号〇議長（堀内哲夫）

及び日程第10、認定第２号については関連がござ

いますので、一括議題とし、提案理由の説明及び

内容の説明を求めてまいりたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、認定第１号 平成21年度上砂川町

一般会計及び特別会計決算認定について、認定第

２号 平成21年度上砂川町水道事業会計決算認定

について、一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま一括上程されまし〇町長（貝田喜雄）

た認定第１号並びに認定第２号について提案理由

を申し述べますので、ご審議くださるようお願い

いたします。

認定第１号 平成21年度上砂川町一般会計及び

特別会計決算認定について。

平成21年度上砂川町一般会計及び特別会計決算

認定について、別冊のとおり監査委員の意見をつ

けて認定に付する。

認定に付する理由といたしましては、地方自治

法第233条第３項の規定により、監査委員の審査

に付した決算を監査委員の意見をつけて議会の認

定に付するものであること。

次に、認定第２号であります。認定第２号 平

成21年度上砂川町水道事業会計決算認定につい

て。

平成21年度上砂川町水道事業会計決算認定につ

いて、別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定

に付する。

認定に付する理由といたしましては、地方公営

企業法第30条第４項の規定により、監査委員の審

査に付した決算を監査委員の意見をつけて議会の

認定に付するものであること。

以下、内容の説明につきましては副町長からい

たしますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

以上で認定第１号及び認定〇議長（堀内哲夫）

第２号について提案理由の説明を終わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

それでは、ご指示により〇副町長（奥山光一）

まして、認定第１号及び第２号について内容の説

明をいたします。

お手元に配付しております平成21年度上砂川町

各会計決算の概要、こちらを読み上げ、説明とさ

せていただきます。

１ページでございます。平成21年度各会計当初

予算は、財政健全化計画に基づき、経費の縮減を

図りつつ、限られた財源を有効かつ効率的な活用

により、本町の重要課題であります定住対策や子

育て支援事業及び教育環境整備に配慮した予算計

上を行い、さらに国の経済対策予算であります経
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済危機対策事業やきめ細かな臨時交付金事業及び

各学校耐震化、大規模改修事業などを補正予算に

おいて予算計上を行ったところでございます。財

政健全化計画の遂行に当たっては、人件費の削減

措置を継続し、町長は30％、副町長、教育長で25

％、職員で15％の削減を実施し、議員等の非常勤

特別職の月額報酬につきましても10％の削減を実

施したところでございます。積立金につきまして

は、人件費の削減のほか、普通交付税での地域雇

用創出推進費の創設や特別交付税で人口急減補正

による増額などによりまして財政調整基金等へ４

億4,000万円ほどの積み立てを行い、年度末基金

残高は11億円ほどとなったところでございます。

一般会計での主な歳入歳出の状況でございま

す。歳入につきましては、町税で前年度対比1,41

4万円減の１億7,363万5,000円、地方交付税は前

年度比6,164万3,000円増の16億4,116万6,000円、

国庫支出金は定額給付金事業や地域活性化臨時交

付金等の増収により前年度比１億9,912万円増の

３億7,322万3,000円となり、歳入総額では31億7,

718万5,000円の決算となったところでございま

す。次に、歳出でございますが、公債費で償還終

了により前年度対比6,876万4,000円の減の５億2,

094万5,000円、投資的経費で地域活性化対策事業

や公営、改良住宅改善事業等の増加により前年度

、比１億3,498万円増の２億3,881万4,000円となり

歳出合計で30億9,349万5,000円の決算で、歳入歳

出差し引き8,369万円となっております。このう

ち1,932万6,000円が繰越明許費財源でございます

ので、実質収支は6,436万4,000円となるものでご

ざいます。

財形構造の分析を行う上で重要な経常収支比率

につきましては、平成20年度で臨時財政対策債を

含め83.8％でありましたが、平成21年度では1.4

ポイント減の82.4％まで減少したところでござい

ます。これは、健全化計画による人件費の削減や

公債費の減少など行財政改革の効果によるもので

ございます。財政力指数につきましては、過去３

カ年平均で13.2％と自主財源の割合が低く、地方

交付税など依存財源にゆだねている状況にあり、

依然として厳しい財政運営となっております。

次に、各特別会計でございますが、各特別会計

の決算状況は、財政法上のルールによる繰入金の

ほか、収支不足が生じた会計につきましては例年

同様一般会計からの繰入金により収支の均衡を図

っておりますことから、平成21年度決算におきま

しても赤字の特別会計は生じていないという状況

になっております。

、 。各会計の決算は 次のとおりとなっております

各会計決算額の表でありますが、一般会計では歳

入で31億7,718万5,000円、歳出で30億9,349万5,0

00円となり、歳入歳出差し引き8,369万円となり

ましたが、翌年度への繰り越し財源1,932万6,000

円を差し引いた実質収支につきましては6,436万

4,000円となるものでございます。また、特別会

計でありますが、８つの特別会計合計で歳入が10

億1,697万1,000円で、歳出が10億1,174万円とな

り、歳入歳出差し引きで523万1,000円となるもの

でございます。全会計の合計では、歳入で41億9,

415万6,000円、歳出で41億523万5,000円で、歳入

歳出差し引き8,892万1,000円となったところでご

ざいます。

なお、３ページから５ページまで、各会計決算

の主な内容をまとめてございますので、後ほどご

らんをいただきたくお願い申し上げ、説明とさせ

ていただきます。

以上でございます。

以上で認定第１号及び認定〇議長（堀内哲夫）

第２号についての内容の説明を終わります。

ここで全体を通して質疑を受けたいと思いま

す。何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

◎決算特別委員会設置及び付託について
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次、日程第11、決算特別委〇議長（堀内哲夫）

員会設置及び付託について議題といたします。

お諮りいたします。ただいま提案ありました認

定第１号 平成21年度上砂川町一般会計及び特別

会計決算認定並びに認定第２号 平成21年度上砂

川町水道事業会計決算認定について、委員会条例

の規定に基づき、定数７名で構成する決算特別委

員会を設置いたして、閉会中の継続審査も含めこ

れに付託し、審査することにいたしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、認定第１号及び認定第２号につき

ましては、７名で構成する決算特別委員会を設置

いたしまして、閉会中の継続審査も含めこれに付

託することに決定いたしました。

次に、ただいま設置されました決算特別委員会

の委員の選任につきましては、委員会条例の規定

により議長より指名したいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

本決算特別委員会の委員につきましては、議長

と議選の監査委員であります大内議員を除く全議

員を指名いたします。

なお、本決算特別委員会の正副委員長につきま

しては、申し合わせにより総務文教常任委員会の

正副委員長が兼ねることになっておりますので、

委員長には川上総務文教委員長、副委員長には数

馬総務文教副委員長を指名いたします。

お諮りいたします。本決算特別委員会に地方自

治法第98条の審査権限を付与したいと思います

が、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、本決算特別委員会に地方自治法第

98条の審査権限を付与することに決定いたしまし

た。

なお、各会計の決算の資料につきましては、お

手元に配付のとおりでありますので、ご参照願い

ます。

また、決算特別委員会には、これらの資料等を

使用いたしますので、お忘れのないように必ず持

参願いたいと思います。

◎報告第３号

次、日程第12 報告第３号〇議長（堀内哲夫）

平成21年度上砂川町財政健全化判断比率等の報

告について議題といたします。

報告理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました報〇町長（貝田喜雄）

告第３号 平成21年度上砂川町財政健全化判断比

率等の報告について提案理由を申し述べますの

で、ご審議くださるようお願いいたします。

提案理由といたしましては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）

第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、

平成21年度決算により算出した財政健全化判断比

率等の暫定値を監査委員の審査意見を付して次の

とおり報告するものであること。

、 、以下 内容の説明は副町長からいたしますので

よろしくお願いいたします。

以上です。

以上で報告理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

、 、〇副町長 奥山光一（ ） それでは ご指示により

報告第３号の内容についてご説明をいたします。

お手元に配付しております資料ナンバー７をご

らんいただきます。財政健全化判断比率及び資金

不足比率につきましては、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律に伴い、報告するものでござ

います。

各判断比率につきましては平成19年度より報告

を行っており、平成20年度からはこれらの比率が

国の示す一定の基準を上回りますと早期健全化団
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体や財政再建団体となり、議会の承認を必要とす

る財政健全化計画または財政再生計画の策定が義

務づけられ、自治体の財政運営は国や道の管理下

に置かれるものでございます。

各指標の内容であります。初めに、実質赤字比

率ですが、普通会計の決算における赤字の割合を

、 、示す比率で 本町の場合におきましては一般会計

、 、診療所会計 土地取得会計の３会計に係るもので

３会計の実質収支は繰越明許費財源を除き6,436

万4,000円の黒字決算となっていることから、平

成20年度同様、実質赤字比率につきましてはゼロ

となっているものでございます。

次に、連結赤字比率ですが、普通会計とそれ以

外の各特別会計における赤字比率をあらわしてお

りますが、各特別会計においても赤字決算をして

おりませんことから、連結赤字比率につきまして

もゼロとなっているところでございます。

実質公債費比率につきましては、公債費の支出

に係る一般財源の負担割合を示すもので、平成18

年度は33％と国の示す早期健全化基準25％を大き

く上回っておりましたが、平成20年度では発展基

金からの借入金の影響がなくなったことにより1

4.9％となり、さらに平成21年度では3.7ポイント

減の11.2％となる見込みでございます。

将来負担比率につきましては、全会計の公債費

残高に対する一般財源の負担額、一部事務組合の

公債費残高に対する負担額、そして職員が全員退

職したと仮定した場合の退職手当組合への負担額

等で算出されるものでございますが、平成20年度

では194.2％となっておりましたが、平成21年度

では公債費残高の減少や充当可能基金保有額の増

加によりまして、前年度より52ポイント減の142.

2％となる見込みでございます。

次に、資金不足比率でございますが、本町の場

合、平成20年度同様、下水道事業会計、土地開発

造成事業会計、水道会計の３会計の比率が求めら

れているもので、それぞれ会計ごとに20％以上と

なりますと早期健全化団体となり、財政健全化計

画同様、議会の議決を要する経営改善計画の策定

が必要となるものでございます。

資金不足比率の算定方法は、３特別会計ごとに

異なりますが、下水道事業特別会計におきまして

は決算時における歳入歳出の差し引きで算出さ

れ、21年度決算では一般会計からの繰入金により

収支の均衡を図っておりますことから、資金不足

比率はゼロとなっております。

土地開発造成事業会計は、公債費の残高と未分

譲地に係る土地の時価評価額との差し引きで算出

されまして、土地の時価評価額につきましては固

定資産評価額をもって算出しており、土地の時価

評価額が公債費残高を上回っていることから、資

金不足比率はゼロとなるものでございます。

水道事業会計につきましては、未収金、流動資

産でございますが、と未払い金、流動負債の差し

引きで算出されますが、未収金には水道料金の未

納分や一般会計からの繰入金が含まれ、未払い金

を上回っていることから、資金不足比率がゼロと

なるものでございます。

本町の財政４指標及び資金不足比率につきまし

ては、すべて国の示す基準以下となっております

が、今後も人口減少による自主財源の減少や地方

交付税の減収が想定されますことから、引き続き

厳しい財政運営が強いられるものと見込まれてお

ります。

以上、内容の説明とさせていただきますけれど

も、このたびの報告は、今後国や北海道との協議

等により比率が変更となることがございます。そ

のことから、暫定値としての報告であり、住民に

対する公表につきましても昨年同様、町広報及び

ホームページにて行うこととしております。

なお、総務省におきましては、９月下旬から10

月上旬にこの暫定値につきまして公表を行う予定

となっており、確定値につきましては11月下旬か

ら12月上旬に公表が行われることとなっているこ

とを申し添え、本文に入らせていただきます。

本文でございます １ 財政健全化判断比率 暫。 、 （
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定値 。単位はパーセントでございます。区分、）

上砂川町の比率、実質赤字比率0.00、連結実質赤

字比率0.00、実質公債費比率11.2、将来負担比率

142.2 早期健全化基準 15.0 20.0 25.0 350.。 、 、 、 、

0。財政再生基準、20.0、40.0、35.0。

２でございます。資金不足比率（暫定値 。単）

位はパーセントでございます。特別会計の名称、

資金不足比率、経営健全化基準。下水道事業特別

会計、0.00、20.0。土地開発造成事業特別会計、

0.00、20.0。水道事業会計、0.00、20.0。

以上でございます。

以上で報告理由並びに内容〇議長（堀内哲夫）

の説明を終わります。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

報告第３号 平成21年度上砂川町財政健全化判

断比率等の報告については報告済みといたしま

す。

◎休会について

以上で本日の日程は全部終〇議長（堀内哲夫）

了いたしました。

お諮りいたします。議案調査のため明日16日を

休会したいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、16日を休会することに決定いたし

ました。

なお、休会中については常任委員会を開催して

いただくことになっておりますので、よろしくお

願いいたします。

また、17日は午前10時より本会議を再開いたし

ますので、出席方お願いいたします。

◎散会の宣告

本日はこれにて散会いたし〇議長（堀内哲夫）

ます。ご苦労さまでした。

（散会 午前１１時２５分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 大 内 兆 春

署 名 議 員 川 上 三 男
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第 ３ 回 定 例 町 議 会

（第 ２ 号）

平 成 ２ ２ 年
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上砂川町議会第３回定例会会議録（第２日）

９月１７日（金曜日）午前１０時００分 開 議

午前１０時５５分 閉 会

〇議事日程 第２号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 一般質問

第 ３ 議案第４３号 上砂川町生活安全条

例の制定について

第 ４ 議案第４４号 平成２２年度上砂川

町一般会計補正予算（第２号）

第 ５ 議案第４５号 平成２２年度上砂川

町土地開発造成事業特別会計（事業

勘定）補正予算（第１号）

※ 議案第４３号～第４５号は、質

疑・討論・採決とする。

第 ６ 調査第３号 所管事務調査について

第 ７ 派遣第２号 議員派遣承認について

（追加日程）

第 ８ 議案第４６号 平成２２年度上砂川

町一般会計補正予算（第３号）

第 ９ 意見書案第１１号 道路の整備に関

する意見書

第１０ 意見書案第１２号 森林・林業政策

の早急かつ確実な推進に関する意見

書

第１１ 意見書案第１３号 Ｂ型肝炎問題の

早期全面解決を求める意見書

第１２ 意見書案第１４号 後期高齢者医療

制度を即時廃止し、国庫負担の抜本

的増額を求める意見書

第１３ 意見書案第１５号 ２１世紀型の公

共投資の推進による景気対策を求め

る意見書

第１４ 意見書案第１６号 子宮頸がんの予

防措置実施の推進を求める意見書

〇会議録署名議員

６番 大 内 兆 春

７番 川 上 三 男

◎開議の宣告

おはようございます。ただ〇議長（堀内哲夫）

いまの出席議員は９名です。

理事者側につきましても全員出席しておりま

す。

定足数に達しておりますので、平成22年第３回

上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、休

会を解きまして再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎会議録署名議員指名について

日程第１、会議録署名議員〇議長（堀内哲夫）

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第117条の規定に

よって、６番、大内議員、７番、川上議員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。

◎一般質問

日程第２、一般質問を行い〇議長（堀内哲夫）

ます。

本件につきましては、議長の手元まで通告が参

っておりますので、順を追って許可してまいりた

いと思います。

◇ 川 上 三 男 議員

７番、川上議員、ご登壇の〇議長（堀内哲夫）
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上ご発言願います。

私は、平成22年第３回定例〇７番（川上三男）

会に当たり、後期高齢者医療制度について質問を

いたします。

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を別

の制度に移して、医療費を別勘定にし、その一定

割合を高齢者に負担させる仕組みです。負担割合

は、当初は１割で、高齢化や医療費増加に合わせ

て２年ごとに引き上げます。実際に制度から２年

後のことし、多数の都道府県で保険料が値上げさ

れました。年齢で区別する別勘定の制度をつくっ

たのも、医療費が際限なく上がっていく痛みを後

期高齢者に自分の感覚で感じ取ってもらうためで

す。現役世代に重い支援金を課して高齢者医療費

を負担させる仕組みにしたことで、現役世代から

医療費抑制の圧力をかけようというねらいも明ら

かです。お年寄りの医療費を別勘定にして、さん

ざん肩身の狭い思いをさせて、無理やり医療費を

抑制する。ここにお年寄りの人間としての尊厳を

踏みにじり、長寿を喜べないような立場に追い込

んだ後期高齢者医療制度の非人間性の根源があり

ます。

ところが、厚生労働省は、高齢者の医療費に関

する負担の明確化が図られたと後期高齢者医療制

度の利点と評価し、別勘定の仕組みを温存しよう

としています。民主党の山井和則厚生労働政務官

も、医療費抑制はある程度やらないと財政的にも

たないと医療費抑制の目的も認めています。現行

制度の加入者のうち８割以上の高齢者を従来と同

じような別勘定の制度に入れて、医療費の抑制を

図る。これでは、後期高齢者医療制度の廃止どこ

ろか、形を変えたうば捨て山の存続と言うほかあ

りません。仮に対象年齢を65歳に引き下げるとな

ったら、それこそうば捨て山の拡大です。

民主党は、後期高齢者医療制度を廃止して老人

保健制度に戻すと公約していたのに、政権につい

た途端、新制度をつくる、こう言って４年後まで

廃止を先送りしました。その新制度がうば捨て山

の存続という、二重に許せません。民主党は、新

制度をつくるまでの負担軽減策も約束していたの

に実行せず、多くの都道府県で保険料が引き上げ

られました。厚生労働省案では大多数の高齢者は

国保に組み込まれますが、もともと国保は失業、

、 。廃業 不安定雇用の増加で財政の悪化が深刻です

国庫負担の引き上げは急務であります。民主党は

9,000億円の予算措置を約束していたのに、これ

も守っていません。国民に対する何重もの裏切り

では許されません。

後期高齢者医療制度は速やかに廃止し、減らさ

れ続けた国庫負担を抜本的に増額して、人間らし

い高齢者医療費に転換することが今求められてい

ます。

そこで、私の質問ですが、この制度に対する町

長の政治的認識について、どのような考えでいる

のかをお伺いいたします。

また、もう一つは、現在の４月から改正された

内容が上砂川町ではどのような変化が起きている

のか、これを伺って、私の質問を終わります。

ただいまの７番、川上議員〇議長（堀内哲夫）

の質問に対し、答弁を求めてまいります。町長。

７番、川上議員の後期高齢〇町長（貝田喜雄）

者医療制度についての政治的認識についての質問

にお答えいたします。

後期高齢者医療制度につきましては、医療制度

改革に伴い、高齢者の医療費を安定的に支えるた

め、現役世代と高齢者の方々が負担能力に応じ公

平に負担することが必要であることから、75歳以

上の人を対象に、従前の老人保健制度と異なり、

国民健康保険や社会保険などから切り離し、独立

した医療保険制度として平成20年４月より施行さ

れ、この制度の運営につきましては都道府県単位

で行われ、北海道では北海道後期高齢者医療広域

連合が行い、市町村は保険料の徴収や各種申請、

届け出などの窓口業務を行い、２年半が経過しよ

うとしております。

本町での被保険者は、75歳以上の方全員と65歳
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以上の一定の障害者の方が対象となりまして、７

月の末日現在で894人となっているところでござ

います。ご承知のように、この制度につきまして

は発足当初より低所得者の保険料のあり方や年金

から保険料を天引きする特別徴収での納付方法な

どが問題となっておりまして、国にあってはこの

低所得者保険料の軽減措置の見直しのほか、納付

方法については特別徴収と口座振替による普通徴

収の選択制を取り入れるなどの経過措置を講じ、

改善を重ねてきたところであります。しかしなが

ら、高齢者の医療費の増加に比例し、２年ごとの

保険料見直しに当たり保険料の引き上げが行われ

ているもので、制度継続にあってはさらなる負担

増への懸念など、依然としてこの制度に対する問

題点も残され、本町におきましても改定のたびに

保険料が引き上げられ、生活が厳しくなったとの

声も寄せられており、このようなことから制度の

廃止や見直しが求められているものと認識してい

るところでございます。

また、人口比率の上昇による引き上げ分につい

ては国庫補助金で行うとしておりましたが、その

後厚生労働省より広域連合の余剰金の活用、都道

府県の財政安定化基金の取り崩し、さらには市町

村の法定外繰り入れなどによる自助努力により保

険料値上げの抑制を行う旨の通知がなされ、市町

村におきましても新たな財政負担が求められるも

ので、本町の脆弱な財政状況をかんがみますと、

その対応は厳しい状況であり、医療保険制度維持

のためにはやむを得ないとはいえ、必ずしも好ま

。 、しい制度とは言えないと考えております しかし

後期高齢者医療制度は、国の包括的な制度である

ことから、直ちにこの制度を廃止いたしますと新

たな混乱を生じると思うところであります。

このような状況の中、昨年の政権交代によりま

して、厚生労働省におきましては後期高齢者医療

制度の問題点を改めるとともに、利点は残し、さ

らに後期高齢者医療制度の廃止を契機として国民

健康保険の広域化を実現するための新たな医療制

度について高齢者医療制度改革会議を設置し、検

討を始めており、この新たな制度が十分な審議が

行われ、国民の理解を得られる中でよりよい制度

となることを期待しているところであります。こ

の新しい制度につきましては、平成25年４月から

の導入に向け取りまとめを行っているところでご

ざいまして、改善を要するものにつきましてはこ

れまで同様町村会などを通しまして国に対し要望

してまいりたいと考えているところでございま

す。

また、本年４月からの保険料の改定による本町

の影響でございますが、均等割保険料につきまし

て339人の方が年額で４万3,100円から４万4,100

円に1,000円の引き上げが行われたものであり、

年金収入が少なく軽減措置を受けている低所得者

の方についても、年金収入80万以下で他の所得が

ない354人の９割軽減の方で年額で100円増の4,40

0円に、年金収入153万円以下で8.5割軽減の125人

の方で300円増の6,600円に、そして年金収入177

万5,000円以下の９人の５割軽減の方で500円増の

２万2,000円に、さらに年金収入188万円以下の67

人の２割軽減の方で800円増の３万5,300円に改定

されたところでございます。このことから、低所

得者に対してはもちろんのこと、高齢者全体に少

なからず影響を及ぼす状況にあり、生活実態とか

け離れた制度に移行しつつあると思うものであり

ます。

このことから、さきに申し述べましたが、今後

におきましてもこの制度の動向に留意しつつ、必

要に応じて改善要望等々に努めさせていただきま

、 、すので ご理解賜りたくお願いを申し上げまして

答弁とさせていただきます。

ただいまの答弁に対し、再〇議長（堀内哲夫）

質問があれば許可いたします。

ありません。〇７番（川上三男）

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。
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◇ 斎 藤 勝 男 議員

次、３番、斎藤議員、ご登〇議長（堀内哲夫）

壇の上ご発言願います。

私は、第３回定例議会にお〇３番（斎藤勝男）

いて、通告いたしております３件の一般質問をさ

せていただきます。

１件目でございます。朝陽台公園と道道砂川芦

別線、朝陽台バス停連結階段凍結による転落防止

策について、下記のとおりお伺いいたします。本

件につきましては、平成四、五年ごろに建設され

ました13棟から成る改良住宅地で、建設完成時に

公園横から道道に通じる階段が設置されたもので

ございます。この階段は22段から成っており、勾

配も急で、冬期間除雪を絶えずしなければならな

い状況です。この階段は、通学路階段として小中

高生のバス停までの利用度が非常に高く、十数名

の児童、学生が冬期間利用いたしております。ま

た、地域住民もバス停までの連結階段として多数

の方が利用している状況で、このような利便性上

から、町内会、特にボランティア活動として二、

三名の方が十数年間にわたっての冬期間の除雪作

業により通学路、生活連結階段としての安全性、

利便性が確保されてきた状況でございます。

しかしながら、階段の安全確保作業は、凍結を

取り除くという重労働作業で、今まで除雪作業に

従事してこられた方々も高齢となり、今までのよ

うな重労働作業ができない状況となっておりま

す。町内会としてさまざまな解決策を検討してま

いりましたが、いまだ解決に至っていないのが現

状でございます。通学児童の安全確保、地域住民

の生活階段としての利用上から、どうしても冬期

間も必要であり、重労働作業にならないよう、行

政で凍結防止材、ゴムマット等を階段に設置して

いただけるかどうか、行政の考えをお伺いいたし

ます。また、ことし設置が不可能としても、今後

の課題として検討の考えがあるかどうか、また各

種の対策を考えていただけるかどうかお伺いいた

します。

２件目、選挙における期日前投票者への投票受

け付け時誓約書への氏名、住所の記入省略につい

て、下記のとおりお伺いいたします。選挙の投票

率を上げることは、本町にとって大きな課題で、

行政としても日々努力されていることと思いま

す。本町の投票率は、空知管内においては管内で

は高い投票率になっておりますが、それでも70％

前半です。このような状況下において、期日前投

票者は全国的に増加しており、本町においてもこ

とし７月の参議院選での期日前投票者は500名を

超え、全体投票者の５人に１人は期日前投票でご

ざいます。本町の高齢化はますます進み、65歳以

上が40％を超える状況となっており、高齢者の方

々より、投票には行きたいが、決められた投票日

、 。には体調の不安があり 投票することができない

できれば期日前投票をしたいのだが、受付で誓約

書用紙に自分の名前と住所を書くのも嫌だ。この

ようなことをしなくてもすぐに期日前投票できれ

ばという声が出ております。

ことし７月の参院選において、芦別市と奈井江

町が選挙投票はがきの裏面に誓約書欄を設け、氏

名、住所を事前に記入できる様式に変更し、期日

前投票所で即投票できるようにし、投票率がアッ

プし、また高齢者から大変喜ばれていると聞いて

おります。本町もこのような期日前投票様式をぜ

ひとも取り入れていただきたく、行政の考えをお

伺いいたします。

３件目、道道芦別砂川線（上砂川市街地）歩道

整備事業の進行状況について、以下のとおりお伺

いいたします。本件につきましては、事業計画と

して、旧ＪＲ東鶉駅前から文珠交差点間の道道北

側350メートルに幅2.5メートルの歩道整備をする

もので、平成21年度から24年度までの４カ年計画

で、今年度の予定として用地測量（歩道整備する

ための新道路境界の測量）と物件調査（道路工事

に係る家屋等の調査）となっておりますが、現在

までの今年度の進行状況についてお伺いいたしま

す。
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また、平成23年度予定として、用地買収（歩道

整備に必要な土地の買収）予定、物件補償（歩道

整備に係る家屋等の補償）予定となっており、来

年度が本番にてさまざまな問題が出ると予想され

ますが、この件につきましては町政執行方針に明

記されておりますように、非常に重要な整備事業

であり、工事完成目指しての当行政としての最大

限の努力をお願いをいたします。

以上をもちまして質問を終了いたします。

ただいまの３番、斎藤議員〇議長（堀内哲夫）

、 。 、の質問に対し 答弁を求めてまいります 初めに

清野技師長。

、 、〇技師長 清野勝吉（ ） ３番 斎藤議員の１件目

朝陽台公園と道道芦別砂川線、朝陽台バス停連絡

階段凍結防止による転落防止策についての質問に

お答えいたします。

朝陽台団地改良住宅につきましては、炭鉱住宅

を除却し、住宅地区改良事業として平成３年度か

ら平成５年度の３カ年において13棟104戸を建設

し、団地内に公園、緑地、広場、集会所等の施設

が整備された団地であります。道道芦別砂川線へ

通じる連絡階段につきましては、平成４年度に団

地内公園入り口の遊歩道から取りつけ整備した階

段であります。階段の形状につきましては、幅３

メートル、高さが3.5メートルで、コンクリート

製の階段で、階段中央部分には安全対策としてス

テンレス製の手すりが設置されているものであり

ます。この階段につきましては、ご指摘のとおり

朝陽台バス停までの連絡階段として通勤、通学者

のほか多くの地域住民の方が利用されており、ま

た冬期間においても一部住民の方により除雪が行

われ、階段の確保がなされ、冬期間の利用もでき

るようになっているものであります。

議員ご質問の除雪作業の軽減のために連絡階段

への凍結防止材の設置についてでございますが、

冬期間の凍結防止策といたしましては融雪剤の散

布やロードヒーティング、さらにはことし町民セ

ンター玄関前に設置いたしましたゴム製マットを

設置するなどの方法が考えられますが、この連絡

階段の形状は急勾配であることから、安全で効果

があり、除雪作業に支障のない方策についてさら

に検討する必要があるものと考えております。

また、除雪体制でございますが、町営住宅にお

ける通路等の共有スペースにつきましては、全町

的に地域住民の方、もしくは入居者の皆さんによ

り行われており、この連絡階段の除雪方法につき

まして地元自治会においてその方法について検討

されているようでございますが、解決策が見出せ

ない状況にあるとのことですので、地域住民の利

用度も高いことをかんがみ、一部の方に負担をか

けることなく、地域住民全体での協力による除雪

体制の構築と除雪作業の負担軽減並びに安全で効

果的な凍結防止に対する対応方法等、地元自治会

と協議を行い、よりよい方法について今後検討し

ていきたいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

以上を申し上げ、１件目の答弁といたします。

続きまして、３件目のご質問、道道芦別砂川線

歩道整備事業の進行状況についてお答えいたしま

す。

道道芦別砂川線歩道整備につきましては、平成

４年度から下鶉橋より順次整備が進められ、平成

16年までに東鶉歯科診療所まで歩道が整備された

ものであります。また、中央小学校前から文珠交

差点までの延長480メートルの南側の歩道につき

ましては、既定の歩道幅員3.5メートルを３メー

トルから3.25メートルに縮小し、用地測量調査や

補償交渉も含め、平成14年から16年までの３カ年

をかけて整備されたところであります。

ご質問の東鶉から文珠峠までの北側350メート

ルの歩道整備の現在までの進捗状況であります

が、本区間は地域住民の生活道路及び通学路とし

て利用頻度が高い反面、交通量が多く、さらに冬

期間の積雪時には相当危険な状況にあることか

ら、歩行者及び運転者の安全を確保するため、北

海道開発予算要望や空知開発期成会要望、各政党
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要望会などを通じて歩道の早期整備について北海

道に要望してきたところであります。地元といた

しましては、平成20年２月に地権者14名の戸別訪

問による意向調査を実施するなどして、できる限

りの協力に努めてきたところであります。このこ

とから、北海道においては物件調査や用地測量の

ほか、補償交渉等についてこの歩道整備を平成21

年度から平成24年度までの４カ年で整備する計画

とし、実際の歩道整備にありましては平成24年度

の着手予定となっているものであります。なお、

補償交渉がスムーズに進み、早期着工が図れるよ

う、歩道幅員を2.56メートルに縮小して整備する

こととし、昨年10月には地権者14名を対象とした

住民説明会を行ったところであり、出席者からは

おおむね理解をいただいたところであります。

このような経過の中で、平成21年度については

実施設計を行い、本年度につきましては歩道整備

に係る新道路の用地測量調査を10月末までに終了

し、道路工事に係る物件調査については来年３月

までに終了することとなっており、当初示された

事業計画どおり順調に進んでいるところでありま

す。また、本年度の事業計画でございますが、本

年度の調査結果をもとに、歩道整備に必要な用地

買収及び歩道整備に係る物件補償交渉を行うもの

で、地権者との具体的な物件補償交渉に入ること

になりますが、議員ご指摘のとおり、補償交渉に

おいてはさまざまな問題が生じることも想定され

ますので、北海道とのさらなる連携を図り、今後

においても町として最大限の努力をしてまいりた

いと考えており、平成24年度確実な着工に向け努

力してまいります所存でありますので、ご理解賜

りたく、答弁といたします。

次、西村総務課長。〇議長（堀内哲夫）

３番、斎藤議員の２件〇総務課長（西村英世）

目、選挙における期日前投票者の投票受け付け時

誓約書への氏名、順書の記入省略についてのご質

問にお答えをいたします。

、 、各選挙における投票につきましては 選挙期日

いわゆる投票日に投票所において投票することを

原則としておりますが、期日前投票制度は投票日

当日に仕事や外出、旅行などの事由により投票所

へ行けないと見込まれる選挙人が公示日、または

告示日の翌日から投票日の前日までの期間に期日

前投票所において投票することができる制度で、

平成15年12月の公職選挙法の改正によりまして、

従前の不在者投票より選挙人が投票しやすいよう

に要件を緩和して設けられた制度でございます。

期日前投票しようとする場合は、その理由を申し

立て、申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓

書を提出しなければならないと定められておりま

す。

本町における期日前投票の状況でありますが、

制度開始後の平成16年７月の参議院議員選挙で期

日前投票者数が417人、当日有権者数の9.9％で、

本年７月執行の参議院議員選挙では518人、14.7

％となっておりまして 人数で101人 投票率で4.、 、

8ポイント増加している状況にあります。本町の

期日前投票所では、受付にて宣誓書に氏名、住所

などを記入することといたしておりますが、複数

の方が一度に来られた場合などに混雑が生ずるこ

とや特殊な雰囲気の中で文字を書くことに抵抗を

感じられる方もおられますので、混雑の緩和や人

前で文字を書くことを苦手とする方への配慮につ

きまして何らかの改善が必要であると認識をして

いるところでございます。

議員からご提案のありました入場券の裏面に宣

誓書の様式を設けて、投票する人が事前に自宅で

記入ができるようにするといったことにつきまし

ては、ご指摘のとおり本年の参議院議員選挙から

近隣市町におきまして行われた実績がございまし

て、本町におきましても投票率の向上と期日前投

票所の混雑緩和や投票しやすい環境づくりにつな

がるものと思われますので、法的に誤りがないよ

う、道選管とも協議を行いながら実施に向けて検

討してまいりたいと考えておりますので、ご理解

賜りたいと存じます。
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以上を申し上げ、答弁とさせていただきます。

ただいまの答弁に対し、再〇議長（堀内哲夫）

質問があれば許可いたします。

ございません。〇３番（斎藤勝男）

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

以上で一般質問を終了いたします。

◎議案第４３号 議案第４４号 議案第４５号

次、日程第３、議案第43号〇議長（堀内哲夫）

から日程第５、議案第45号については既に提案理

由並びに内容説明が終了しておりますので、順次

質疑、討論、採決を行ってまいります。

日程第３、議案第43号 上砂川町生活安全条例

の制定について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第43号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第43号 上砂川町生活安全条

例の制定については、原案のとおり決定いたしま

した。

次、日程第４、議案第44号 平成22年度上砂川

町一般会計補正予算（第２号）について議題とい

たします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第44号について採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第44号 平成22年度上砂川町

一般会計補正予算（第２号）については、原案の

とおり決定いたしました。

次、日程第５、議案第45号 平成22年度上砂川

町土地開発造成事業特別会計補正予算（第１号）

について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑はございま

せんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第45号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第45号 平成22年度上砂川町

土地開発造成事業特別会計補正予算（第１号）に

ついては、原案のとおり決定いたしました。

◎調査第３号

次、日程第６、調査第３号〇議長（堀内哲夫）

所管事務調査について議題といたします。

お手元に配付してありますように、総務文教常
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任委員長及び厚生建設常任委員長、議会運営委員

、 、長から 会議規則第72条及び第74条の規定により

閉会中の継続調査にしたいとの申し出がありまし

たので、委員長の申し出のとおりこれを許可して

まいりたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

よって、本件は委員長の申し出のとおり許可す

ることに決定いたしました。

◎派遣第２号

次、日程第７、派遣第２号〇議長（堀内哲夫）

議員の派遣承認について議題といたします。

これもお手元に配付のプリントに内容が記載さ

れておりますので、これを派遣してまいりたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

よって、本件は派遣することに決定いたしまし

た。

◎追加日程について

ただいま議長の手元に議案〇議長（堀内哲夫）

１件、意見書案６件が所定の手続を経て提出され

、 、ておりますので これを追加日程のとおり追加し

議題に付したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、追加議事日程のとおり追加するこ

とに決定いたしました。

◎議案第４６号

日程第８、議案第46号 平〇議長（堀内哲夫）

成22年度上砂川町一般会計補正予算（第３号）に

ついて議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました議〇町長（貝田喜雄）

案第46号 平成22年度上砂川町一般会計補正予算

（ ） 、第３号 について提案理由を申し述べますので

ご審議くださるようお願いいたします。

本文をご参照ください。平成22年度上砂川町一

般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ1,950万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ24億8,290万円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

「 」第２条 地方債の追加は 第２表 地方債補正

による。

平成22年９月17日提出

北海道上砂川町長 貝 田 喜 雄

、 、以下 内容の説明は副町長からいたしますので

よろしくお願いいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（堀内哲夫）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。副町長。

、 、〇副町長 奥山光一（ ） それでは ご指示により

議案第46号について内容の説明をいたします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出補正

予算、１、歳入、19款町債1,440万円の追加で、

１億6,010万円となります。

１項町債、同額であります。

２款繰越金510万円の追加で、3,643万円となり

ます。

１項繰越金、同額であります。

歳入合計が1,950万円の追加で、24億8,290万円

となります。

、 、 、２ 歳出 11款災害復旧費1,950万円の追加で

2,176万3,000円となります。

２項その他公共施設災害復旧費1,950万円の追
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加で、2,175万円となります。

歳出合計が1,950万円の追加で、24億8,290万円

となります。

第２表、地方債補正、１、追加、起債の目的、

町道鶉下鶉線（下鶉地区）復旧事業。限度額1,44

0万円。起債の方法、普通貸借または証券発行。

利率、4.0％以内、ただし、利率見直し方式で借

、 、り入れる資金の場合 利率見直し以降については

当該見直し後の利率とする。償還の方法、政府資

金についてはその融資条件により、銀行その他の

場合についてはその債権者と協定するものによ

る。ただし、町財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利債

に借りかえすることができる。

、 。 、事項別明細書４ページ 歳出でございます ３

歳出、災害復旧費、その他公共施設災害復旧費、

１目公共施設災害復旧費1,950万円の追加で、2,1

75万円となります。15節工事請負費でございます

が、８月23日から24日にかけての大雨により発生

いたしました被害状況につきましては、過日ご説

明をさせていただきましたが、町道鶉下鶉線排水

管復旧工事と中町工業団地のり面復旧工事に係る

事業費が確定いたしましたので、計上するもので

ございます。

初めに、町道鶉下鶉線復旧工事事業でございま

す。既設の町道を開削し、現在60センチの排水管

を１メートルの排水管に布設がえを行い、土盛り

方式により原形に復旧する工事で、工事費につき

。ましては1,350万円を計上するものでございます

また、この町道に埋設されております水道本管に

つきましても、開削工事となりますことから布設

がえを行うもので、事業費90万円を計上するもの

であります。この工事期間でございますが、工期

につきましておよそ２カ月となりまして、その間

車両等については通行どめとなり、道道を迂回を

していただくことになりますが、歩行者につきま

しては仮歩道の設置を行い、通行に支障のないよ

う配慮してまいります。また、水道本管の布設が

えに当たりましても、地域への給水は現状どおり

行い、住民生活に支障のない対応をいたします。

この復旧工事に当たりましての住民周知でござ

いますが、町広報等によりお知らせをすることと

しておりますが、地域住民の皆さんにつきまして

は該当地域であります下鶉、緑が丘両自治会と協

議の上、混乱が生じないよう周知をしていきたい

と考えております。さらに、この町道は、朝駒工

業団地の誘致企業の従業員の方が通勤に利用して

おりますので、各企業を通じまして従業員への周

知も行うこととしております。

次に、中町工業団地のり面復旧事業でございま

す。地すべり箇所420平米を土盛りにより復旧す

る工事で、工事費といたしまして420万円を計上

するものであります。また、こののり面に水道給

水管が埋設されており、この水道給水管の布設が

えと量水器の取りかえの工事費として90万円を追

加するものでございます。

以上の事業によりまして、工事費合計で1,950

万円を計上するものでございます。

次に、歳入でございます。２、歳入、町債、町

債、３目災害復旧債1,440万円の追加で、1,440万

円となります。町道鶉下鶉線復旧工事について、

交付税措置のある公共施設災害復旧債を計上する

ものでございます。

、 、 、繰越金 繰越金 １目繰越金510万円の追加で

3,643万円となります。不足となる財源につきま

、 。して 前年度繰越金を充当するものでございます

以上でございます。

以上で提案理由並びに内容〇議長（堀内哲夫）

の説明を終わります。

これより順次、質疑、討論、採決を行ってまい

ります。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。
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。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより議案第46号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、議案第46号 平成22年度上砂川町

一般会計補正予算（第３号）については、原案の

とおり決定いたしました。

◎意見書案第１１号

お諮りいたします。〇議長（堀内哲夫）

日程第９、意見書案第11号から日程第14、意見

書案第16号まで６件の意見書案の本文は相当量と

なっておりますので、本文読み上げについては省

略したいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、意見書案第11号から意見書案第16

号まで、本文読み上げによる内容説明を省略する

ことに決定いたしました。

日程第９、意見書案第11号 道路の整備に関す

る意見書について議題といたします。

、 、 。２番 水谷副議長 ご登壇の上ご発言願います

道路の整備に関する意見〇副議長（水谷寿彦）

書（案 。）

本意見書案について、会議規則第13条の規定に

より提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫 様

提出議員 水 谷 寿 彦

賛成議員 数 馬 尚 髙 橋 成 和

横 溝 一 成

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第11号 道路の整備に関する意見書。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫

提出先 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、

国土交通大臣、衆議院議長、参議院議長。

以上であります。

以上で本件に対する説明を〇議長（堀内哲夫）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより採決いたします。

意見書案第11号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、意見書案第11号 道路の整備に関

する意見書は、原案のとおり決定いたしました。

◎意見書案第１２号

日程第10、意見書案第12号〇議長（堀内哲夫）

森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する

意見書について議題といたします。

水谷副議長、ご登壇の上ご発言願います。

森林・林業政策の早急か〇副議長（水谷寿彦）

つ確実な推進に関する意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第13条の規定に

より提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫 様

提出議員 水 谷 寿 彦
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賛成議員 斎 藤 勝 男 大 内 兆 春

柳 川 暉 雄

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第12号 森林・林業政策の早急かつ確

実な推進に関する意見書。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫

提出先 内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大

、 、 、 、臣 国土交通大臣 文部科学大臣 経済産業大臣

衆議院議長、参議院議長。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（堀内哲夫）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより採決を行います。

意見書案第12号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、意見書案第12号 森林・林業政策

の早急かつ確実な推進に関する意見書は、原案の

とおり決定いたしました。

◎意見書案第１３号

日程第11、意見書案第13号〇議長（堀内哲夫）

Ｂ型肝炎問題の早期全面解決を求める意見書に

ついて議題といたします。

５番、髙橋議員、ご登壇の上ご発言願います。

Ｂ型肝炎問題の早期全面解〇５番（髙橋成和）

決を求める意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第13条の規定に

より提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫 様

提出議員 髙 橋 成 和

賛成議員 斎 藤 勝 男 数 馬 尚

横 溝 一 成

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第13号 Ｂ型肝炎問題の早期全面解決

を求める意見書。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫

提出先 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大

臣、衆議院議長、参議院議長。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（堀内哲夫）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより採決を行います。

意見書案第13号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、意見書案第13号 Ｂ型肝炎問題の

早期全面解決を求める意見書は、原案のとおり決

定いたしました。

◎意見書案第１４号
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日程第12、意見書案第14号〇議長（堀内哲夫）

後期高齢者医療制度を即時廃止し、国庫負担の

抜本的増額を求める意見書について議題といたし

ます。

７番、川上議員、ご登壇の上ご発言願います。

後期高齢者医療制度を即時〇７番（川上三男）

廃止し、国庫負担の抜本的増額を求める意見書

（案 。）

本意見書案について、会議規則第13条の規定に

より提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫 様

提出議員 川 上 三 男

賛成議員 斎 藤 勝 男 大 内 兆 春

横 溝 一 成

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第14号 後期高齢者医療制度を即時廃

止し、国庫負担の抜本的増額を求める意見書。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫

提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大

臣。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（堀内哲夫）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより採決を行います。

意見書案第14号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、意見書案第14号 後期高齢者医療

制度を即時廃止し、国庫負担の抜本的増額を求め

る意見書は、原案のとおり決定いたしました。

◎意見書案第１５号

日程第13、意見書案第15号〇議長（堀内哲夫）

21世紀型の公共投資の推進による景気対策を求

める意見書について議題といたします。

３番、斎藤議員、ご登壇の上ご発言願います。

21世紀型の公共投資の推進〇３番（斎藤勝男）

による景気対策を求める意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第13条の規定に

より提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫 様

提出議員 斎 藤 勝 男

賛成議員 水 谷 寿 彦 髙 橋 成 和

柳 川 暉 雄

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第15号 21世紀型の公共投資の推進に

よる景気対策を求める意見書。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫

提出先 内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労

働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（堀内哲夫）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか
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〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより採決を行います。

意見書案第15号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、意見書案第15号 21世紀型の公共

投資の推進による景気対策を求める意見書は、原

案のとおり決定いたしました。

◎意見書案第１６号

日程第14、意見書案第16号〇議長（堀内哲夫）

子宮頸がんの予防措置実施の推進を求める意見

書について議題といたします。

３番、斎藤議員、ご登壇の上ご発言願います。

子宮頸がんの予防措置実施〇３番（斎藤勝男）

の推進を求める意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第13条の規定に

より提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫 様

提出議員 斎 藤 勝 男

賛成議員 数 馬 尚 髙 橋 成 和

大 内 兆 春

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第16号 子宮頸がんの予防措置実施の

推進を求める意見書。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

平成22年９月17日

上砂川町議会議長 堀 内 哲 夫

提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（堀内哲夫）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（堀内哲夫）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

これより採決を行います。

意見書案第16号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（堀内哲夫）

したがって、意見書案第16号 子宮頸がんの予

防措置実施の推進を求める意見書は、原案のとお

り決定いたしました。

◎閉会の宣告

以上で本定例会に付議され〇議長（堀内哲夫）

ました案件につきましてはすべて終了いたしまし

たので、平成22年第３回上砂川町議会定例会を閉

会いたします。どうもご苦労さまでした。

（閉会 午前１０時５５分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 大 内 兆 春

署 名 議 員 川 上 三 男
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出 席 議 員

議席 ３ 定
氏 名

番号 9.15 9.17

１ 堀 内 哲 夫 ○ ○

２ 水 谷 寿 彦 ○ ○

３ 斎 藤 勝 男 ○ ○

４ 数 馬 尚 ○ ○

５ 髙 橋 成 和 ○ ○

６ 大 内 兆 春 ○ ○

７ 川 上 三 男 ○ ○

８ 横 溝 一 成 ○ ○

９ 柳 川 暉 雄 ○ ○
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説 明 の た め 出 席 し た 者

３ 定
役 職 名 氏 名

9.15 9.17

町 長 貝 田 喜 雄 ○ ○

副 町 長 奥 山 光 一 ○ ○

教 育 長 勝 又 寛 ○ ○

教 育 委 員 長 栗 原 順 道 ○ ○

監 査 委 員 道 藤 秋 夫 ○ ○

監 査 事 務 局 長 是 洞 春 輝 ○ ○

総 務 課 長 西 村 英 世 ○ ○

企 画 振 興 課 長 林 智 明 ○ ○

技 師 長 清 野 勝 吉 ○ ○

住 民 課 長 高 木 則 和 ○ ○

福 祉 課 長 山 本 丈 夫 ○ ○

税 務 出 納 課 長 中 島 隆 行 ○ ○

消 防 長 川 下 清 ○ ○

教 育 次 長 永 井 孝 一 ○ ○

福 祉 医 療 セ ン タ ー
高 橋 良 ○ ○

参 事

事 務 局 職 員 出 席 者

３ 定
職 名 氏 名

9.15 9.17

議 会 事 務 局 長 是 洞 春 輝 ○ ○

書 記 三 上 美知子 ○ ○


